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Wi-Fiルータ貸与に係る調査について 

 

 

平素から本市の教育の充実に向けて，格別のご理解，ご協力をいただいております

ことに，厚くお礼申し上げます。 

本市では，文部科学省の教育施策に基づき，児童生徒に１人１台学習用端末（タブ

レットパソコン）を貸与し，活用できるよう，準備を進めているところです。 

この端末は，Wi-Fi を利用して，インターネットに接続して使うことを前提として

います。Wi-Fi 環境があれば，学校をはじめ，ご家庭でもインターネットへ接続して

今後，学校の休業等が起こった場合でも，ご家庭に居ながらにして，学校との連絡や

学習プリント等のやり取りをしたり，オンライン授業等を受けたりすることも可能に

なります。 

ご家庭に，Wi-Fi 環境がない場合は，新たにインターネット回線を申込みいただく

か，市が準備する Wi-Fiルータをお使いいただくことで，インターネットに接続する

ことができます。現在，市が希望者に貸し出しを考えています。 

つきましては，この Wi-Fiルータの必要数を把握するため，７月２１日（火）まで

に，下記調査票を学級担任に提出してください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Wi-Fiルータの貸与希望調査票 

（   ）年（   ）組（   ）番  名前（             ） 

ルータの貸与について □希望します    □希望しません 

 

切 り 取 り 線 

市が準備する Wi-Fiルータについて （現段階の予定） 
・１台につき，月額１,５００円程度の通信料を個人で負担していただくこ
とになります。データ通信量は月７GB程度です。 

・複数のお子様がおられる場合は，ルータ１台で，端末５台程度まで同時
に使うことができます。 

・正式な注文は，３学期以降に改めて行う予定です。 
         問い合わせ先  学びづくり課 ９２８－１２７５ 


